
図で見る日本の水産
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資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」
に基づき水産庁で作成
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資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」に基づき水産庁で作成
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稚内（スケトウダラ、ホッケ）

小樽（スケトウダラ、ホッケ）

羅臼（サケ類）

根室（サンマ、タラ類）

（ホタテ）

（ハタハタ）

氷見（ブリ）

（マダイ）
焼津（カツオ類、マグロ類）

銚子（カタクチイワシ、マイワシ、サバ類）

波崎（カタクチイワシ）

石巻（カツオ類、スルメイカ、サバ類）

女川（サンマ）

気仙沼（カツオ類、カジキ類、ワカメ）

宮古（サンマ）

八戸（スルメイカ、アカイカ）

相馬原釜（ヒラメ、カレイ類）

釧路（タラ類、サンマ）

（アユ）

那覇（マグロ類）
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資料：農林水産省「漁業構造動態調査」（令和元（2019）年以降）、「漁業センサス」（平成15（2003）年、20（2008）年、25（2013）年、令和５（2023）年）及び都道府県が実施してい
る新規漁業就業者に関する調査に基づき水産庁で作成

注：1) 「漁業就業者」とは、満15歳以上で過去１年間に漁業の海上作業に30日以上従事した者。
2) 平均年齢は、漁業構造動態調査、漁業センサス及び漁業就業動向調査より各階層の中位数（75歳以上の階層については80を使用。）を用いた推計値。
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資料：農林水産省「漁業経営統計調査報告書」及び「漁業センサス」
に基づき水産庁で作成

注：「漁業経営統計調査報告書」の個人経営体の養殖業（ぶり類養
殖業及びまだい養殖業）の結果を基に、「漁業センサス」の経営
体数で加重平均した。
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資料：水産庁調べ



資料：農林水産省「食料需給表」に基づき水産庁で作成
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写真：農林水産省「うちの郷土料理」

どんがら汁
（山形県）
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資料：農林水産省「食料需給表」
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資料：農林水産省「食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査
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注目



年

資料：財務省「貿易統計」に基づき水産庁で作成
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資料：財務省「貿易統計」に基づき水産庁で作成
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資料：国立研究開発法人水産研究・教育機構の資料に基づき水産庁で作成
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漁業権漁業
知事が特定の沿岸
漁業・養殖業を排他
的に営む権利を免許。

都道府県の沖合で
操業する漁業につい
て知事が許可。

知事許可漁業
複数県の沖合や外国へ出
漁する漁業について国（農
林水産大臣）が許可。

大臣許可漁業
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海保巡視船

15

漁業取締船

台湾漁船

海保巡視船

漁業取締船

資料：水産庁調べ
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CoC Chain of Custody
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太平洋北海域

（北海道・青森県・岩手県・宮城県・
福島県・茨城県）
ヒラメ・マツカワ

太平洋南海域

（千葉県・神奈川県・静岡県・愛知県・三重県・和
歌山県・徳島県・高知県・大分県・宮崎県）
ヒラメ・トラフグ

瀬戸内海海域

（和歌山県・大阪府・兵庫県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・
香川県・愛媛県・福岡県・大分県）
トラフグ・ガザミ

日本海中西部海域

（石川県・福井県・京都府・兵庫県・鳥取県・
島根県・山口県）
ヒラメ

九州海域

（山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・
熊本県・鹿児島県）
トラフグ

資料：水産庁、 （国研）水産研究・教育機構
注：サケ（シロサケ）のふ化放流事業は、日本海側では石川以北、太平洋側では茨城以北で実施されている。

日本海北部海域

（北海道・青森県・秋田県・山形県・
新潟県・富山県）
ヒラメ
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植物プランクトンなどの有機物を食べる

生活排水
有機物
チッソ
リン

光合成

沖合へ鳥類の餌場

親水の場

微細藻類による高い生産力

底泥の安定

豊富な底生生物

水産生物の産卵場
稚魚の保育場

二酸化
炭素
ＣＯ２

酸素
Ｏ２

藻類によるチッソ・リンの吸収干潟の生物などによる有機物の摂食・分解 満潮時

干潮時

資料：水産庁調べ（平成19年及び28年）及び環境省「自然環境保全基礎調査」（その他の年）

多様な生物吸収

吸収

昭和20 平成10 19 28年 昭和53 平成10 19 28年19



※
1 95%
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大阪・関西万博における展示

CO₂

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」
注：スルメイカは、遠洋底びき網（南方水域）及びいか釣りのうち、日本海水域以外で漁獲されたものを含まない。

資料：水産研究・教育機構「海草・海藻藻場のCO₂貯留量算定ガイドブック



資料：水産庁調べ（漁港背後集落の人口及び高齢化率）及び総務省「人口推計」（日本の高齢化率、国勢調
査実施年は国勢調査人口による）

注：1) 高齢化率とは、区分ごとの総人口に占める65歳以上の人口の割合。
2) 平成23（2011）～令和２（2020）年の漁港背後集落の人口及び高齢化率は、岩手県、宮城県及び
福島県の３県を除く。
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海の環境を守る機能

オニヒトデ等のサン
ゴを食害する生物を
除去し、サンゴ礁を
保全する取組
［沖縄県］

アマモの栄養株の移
植や播種により、アマ
モ場の維持・回復を
図る取組［岡山県］

風浪等によるヨシ帯の
消失を防ぐため、ヨシ帯
前面に木柵等の保護柵
を設置する取組[茨城
県]

潮

流

カキによって浄化され
た海水（濃く見える）

プランクトンによって
濁っている海水
（白っぽく見える）

カキ養殖筏

カキ養殖による水質浄化機能

干潟環境の悪化を防ぐ
ため、貝類の突発的な
大量へい死により発生し
た死骸を除去する取組
［福島県］

オオカナダモ等の外来植物
の駆除活動
［愛知県］

川で魚とりを楽しむ人々［宮崎県］
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地域の文化を維持する機能

百余隻に及ぶ大漁旗で飾った奉迎船が織りなす、勇壮な入船・出船
の海上神事［山口県祝島神舞］

たらい舟を用いた磯ねぎ漁
［新潟県佐渡島］

キビナゴを使った伝統的鍋料理
［長崎県五島地方］

海での安心・安全を守る機能

転落者・漂流者の
救助訓練の様子
[青森県]

流出油を回収する漁業者[神奈川県]

資料：日本学術会議答申を踏まえて農林水産省で作成（水産業・漁村関係のみ抜粋）

交流等の場を提供する機能

潮干狩り客で
にぎわう海岸
［愛知県］

干潟観察会［三重県］体験乗船［北海道］
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自動給餌機

行政
コラム

27

大規模沖合養殖 円形大型浮沈式生簀
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